
 

国立大学法人広島大学事業報告書 

 

Ⅰ はじめに 

 

広島大学では「自由で平和な一つの大学」という開学以来の精神を継承し，理念５原則を掲げ，「世界トップレベルの特色あ

る総合研究大学」という到達目標に向かって「長期ビジョン」に則った施策を進めており，総合研究大学としてバランスのとれ

た発展を目指して努力している。一方では，運営費交付金の効率化削減に伴って一層の経費節減と予算編成上の工夫が求められ

ているほか，社会に対する説明責任の重要性もますます増大している。このような状況の中で，本学は社会からの負託に応え，

高等教育機関としての普遍的使命を果たすため，時代や環境変化に応じた目指すべき将来像として「長期ビジョン」を策定し，

改革・改善に取り組んでいる。 

平成 21 年度は第一期中期目標期間の最終年度を迎え，中期目標・中期計画の確実な達成のため，ＰＤＣＡサイクルを通じた

見直しを行うことにより多くの面で業務改善を進めるとともに，第二期中期目標期間に向けた検討を行った。 

運営組織に関しては，社会連携の強化や広報の充実を図るために，社会連携・広報・情報担当の理事・副学長を配置するとと

もに，教育の質の保証や学生支援の更なる充実を目指して，学生支援担当の副学長を新たに配置した。さらに，競争的資金等の

獲得推進のため学長直属の組織として競争的資金獲得戦略室を設置し，研究情報や公募情報の収集･分析を踏まえて，全学的見

地から獲得戦略を企画・立案することとした。 

人事面に関しては，組織的・体系的なＦＤ・ＳＤ活動を行うための組織として人材育成推進室を設置し，教職員の資質向上に

取組み，教育・研究・診療・社会貢献のさらなる発展に資することを目指している。また，第二期中期目標期間に向けた教員の

人員配分の基本方針を策定し，人件費管理を員数方式から金額方式（ポイント制）へ見直しを図ることにより，柔軟な人事計画

を可能とする制度構築を行った。 

予算面に関しては，施設整備事業として安全・安心なキャンパスや学生交流の場を整備し，また経済状況の悪化を踏まえた学

生への経済支援事業などを行った。これらの事業実施にあたり，部局予算の一部集約による戦略的活用財源を増額確保したほか，

財務分析に裏付けされた「部局間貸借制度」により，大学全体のスケールメリットを活かし資金を有効に活用した。また，第二

期中期目標期間における予算編成基本フレームを策定し，基盤的教育研究経費の安定的確保や戦略的活用財源の確保により，持

続可能な安定した財政基盤の構築を示した。 

 

 

※平成 21 年度計画参照 

http://www.hiroshima-u.ac.jp/upload/0/houjin/johokokai/gyoumu/21nendokeikaku.pdf 

※平成 21 事業年度に係る業務の実績に関する報告書参照 

http://www.hiroshima-u.ac.jp/upload/0/houjin/johokokai/gyoumu/21nendokeikakuhoukokusyo.pdf 

 

 

 

 



 

Ⅱ 基本情報 

 

１．目標 

１１１１    基本的な理念基本的な理念基本的な理念基本的な理念 

 「自由で平和な一つの大学」という開学以来の精神を継承し，①平和を希求する精神，②新たなる知の創造，③豊かな人間

性を培う教育，④地域社会・国際社会との共存，⑤絶えざる自己変革，という理念５原則の下に，国立大学としての使命を

果たす。 

２２２２    目目目目    標標標標 

 「世界トップレベルの特色ある総合研究大学」を到達目標とし，その達成を目指すための行動計画「広島大学の長期ビジョ

ン」（平成１５年１月）に従って整備を進める。具体的目標は次のとおりとする。 

① 教育活動と研究活動のいずれにおいても，国際的に上位にランクされ，特筆すべき教育研究を進めている最高水準の教育

研究機関となることを目指す。 

② 学術研究のレベルを高めるための重点計画を策定するとともに，「世界トップレベルの研究」の達成を目指すための環境を

整備し，次世代の学術をリードし知的文化の創造に発展し得る研究シーズを育成する。 

③ 大学院においては，国内外の拠点大学として，研究と直結した教育を充実させ，質の高い課程博士を輩出し，国際的に活

躍できる研究者を養成するとともに，実践的な教育を充実させ，社会的・国際的に通用する高度専門職業人を養成する。 

④ 学士課程においては，到達目標型教育の下での教育プログラムによって，基礎力と応用力を兼ね備えた柔軟性に富む人材

を社会に送り出す。 

⑤ 教育・研究とともに本学の重要な使命である社会貢献を果たすために，地域社会と緊密な連携を構築し，多様な社会的ニ

ーズに的確に対応する。 

⑥ グローバル化社会における大学として国際競争力を強化し，教職員・学生の国際的な場での活動を促進するとともに，国

際的な交流・連携・協力体制を整備する。 

⑦ 「人材，施設，財源」を一括管理して全学的視野で大学運営の目標・計画を設定し，全学的立場からこれを実施する。 

⑧ 公正な能力・業績評価システムの下で，教職員が自らの潜在的能力を十分に発揮できる環境を創る。 

⑨ 教育・研究，社会貢献などの諸活動と効率的な組織運営を支える基盤的な情報通信環境を充実し，情報メディアに関する

教育研究組織ならびに支援体制を整備する。また，教職員・学生間の情報の共有と社会に対する情報公開を促進し，積極

的な広報活動を行う。 

 

２．業務内容 

（１）広島大学を設置し，これを運営すること。  

（２）学生に対し，修学，進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。  

（３）国立大学法人広島大学以外の者から委託を受け，又はこれと共同して行う研究の実施その他の国立大学法人広島大学以

外の者との連携による教育研究活動を行うこと。  

（４）公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。  

（５）広島大学における研究の成果を普及し，及びその活用を促進すること。  

（６）前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

 

３．沿革 

 昭和24年･･･新制国立大学の一つとして広島大学創設（母体として7校を包括，1校統合） 

       学部 6，分校4，研究所1，教職員定員1,309名，入学定員1,455名（入学許可1,304名） 

 昭和 25年･･･広島大学開学式。初代学長の森戸辰男が広島大学を「自由で平和な一つの大学」にすることを表明 

昭和28年･･･県立広島医科大学を併合。大学院を設置（3研究科） 

昭和47年･･･評議会が統合移転を決定 

昭和57年･･･東広島キャンパス開校 

平成 7 年･･･統合移転完了。広島大学の理念5原則を公表 

平成11年･･･創立 50周年 

平成 15年･･･「広島大学の長期ビジョン」を公表。学部卒業生10万人を突破 

平成16年･･･国立大学法人広島大学発足 

平成21年･･･「広島大学の長期ビジョン」を公表 

 

４．設立根拠法 

 国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号） 

 

５．主務大臣（主務省所管局課） 

 文部科学大臣（文部科学省高等教育局国立大学法人支援課） 

 



 

６．組織図 

 

　運 営 組 織　運 営 組 織　運 営 組 織　運 営 組 織　　　　（平成22年3月31日現在）

は，社会連携推進機構を示す。※　　

監査室 監事（２名）

人材育成推進室

環境安全衛生室

副理事（人事制度担当）

副理事（教育改革担当）

副理事（附属学校担当）

学生総合支援センター

理事・副学長（研究担当）
学術室

副理事（社会連携担当）

副理事（国際連携担当）

副学長（学生支援・附属学校担当）

副理事（入試改革担当）

副理事（教育支援担当）

理事・副学長（教育担当）

技術センター

副理事（国際平和担当）

入学センター

副学長（図書館担当）・図書館長
社会連携・情報政策室

副理事（情報担当）

図書館

産学連携センター

副理事（研究企画担当）

副理事（病院経営担当）

緊急被ばく医療推進センター

教育室

キャリアセンター
エクステンションセンター

副理事（学術支援担当）

地域連携センター

アクセシビリティセンター

理事・副学長（社会連携・広報・情報担当）

財務・総務室

医療社会連携センター
東京オフィス

医療政策室

副理事（医療企画担当）

役員会
経営協議会
教育研究評議会

副理事（財務企画担当）

副理事（施設企画担当）

学　　長
学長室

学長補佐

副理事（財務管理担当）

理事（医療担当）

理事（財務・総務担当）

競争的資金獲得戦略室

副理事（総務企画担当）

副理事（環境安全衛生担当）

副理事（法務担当）

副理事（男女共同参画担当）

部局支援室（１１室，１分室）
総合科学研究科支援室、文学研究科支援室、教育学研究科支援室、社会科
学研究科支援室、理学研究科支援室、先端物質科学研究科支援室、工学研
究科支援室、生物圏科学研究科支援室、医歯薬学総合研究科等支援室、原
爆放射線医科学研究所分室、国際協力研究科支援室、東千田地区支援室

障がい者雇用推進室

男女共同参画推進室

病院運営支援部





 

 

７．事務所等の所在地 

広島県東広島市 

 

 

８．資本金の状況 

 １４７，２３８，１５３，４２７円（全額 政府出資） 

 

 

９．学生の状況 

総学生数           １９，６３５人 

 学部学生          １０，９９０人（専攻科含む） 

 修士課程又は博士課程前期   ２，５６７人 

 博士課程又は博士課程後期   １，７６３人 

 専門職学位課程          １９１人 

 附属学校           ４，１２４人 

 

 

１０．役員の状況 

役 職 氏 名 任 期 経 歴 

学   長 浅 原 利 正 
平成１９年 ５月２１日 

～平成２３年 ３月３１日 

平成１１年 ９月 広島大学医学部教授 

平成１６年 ４月 広島大学病院長 

平成１９年 ５月 広島大学辞職 

平成１９年 ５月 広島大学長 

理事・副学長 

（教育担当） 
上  真 一 

平成１９年 ５月２１日 

～平成２３年 ３月３１日 

平成 ６年 ４月 広島大学生物生産学部教授 

平成１９年 ５月 広島大学辞職 

平成１９年 ５月 広島大学理事・副学長（教育担当） 

理事・副学長 

（研究担当） 
山 根 八洲男 

平成２１年 ４月 １日 

～平成２３年 ３月３１日 

平成 ７年 ５月 広島大学工学部教授 

平成１７年 ７月 広島大学大学院工学研究科長・ 

工学部長 

平成２１年 ３月 広島大学辞職 

平成２１年 ４月 広島大学理事・副学長（研究担当） 

理事・副学長 

（社会連携・広報 

・情報担当） 

岡 本 哲 治 
平成２１年 ４月 １日 

～平成２３年 ３月３１日 

平成 ８年 ７月 広島大学歯学部教授 

平成１９年 ４月 広島大学大学院医歯薬学総合研究

科長 

平成２１年 ３月 広島大学辞職 

平成２１年 ４月 広島大学理事（社会連携・広報・ 

情報担当） 

平成２２年 １月 広島大学理事・副学長（社会連携・ 

広報・情報担当） 

理   事 

（医療担当） 
越 智 光 夫  

平成２０年 ４月 １日 

～平成２３年 ３月３１日 

平成 ７年 ９月 島根医科大学医学部教授 

平成１４年 ４月 広島大学大学院医歯薬学総合研究 

科教授 

平成１９年 ４月 広島大学病院長 

平成２０年 ３月 広島大学辞職 

平成２０年 ４月 広島大学理事（医療担当） 

理   事 

（財務・総務担当） 
河 本 朝 光 

平成２０年 ４月１日 

～平成２３年 ３月３１日 

平成１３年 １月 文部科学省大臣官房会計課予算 

企画調整官 

平成１７年 ４月 高知大学理事・事務局長 

平成２０年 ４月 広島大学理事（総務担当） 

平成２１年 ４月 広島大学理事（財務・総務担当） 

 

 

 

 



 

役 職 氏 名 任 期 経 歴 

監   事 春 日 繁 男 
平成１８年 ４月 １日 

～平成２２年 ３月３１日 

平成 ２年 ６月  マツダ株式会社取締役国際業務

本部長 

平成 ６年 ６月  マツダ株式会社常任監査役 

平成１１年 ６月  マツダ株式会社退任 

平成１１年１１月  マツダ株式会社顧問(嘱託) 

（平成13年 3月まで) 

平成１４年 ４月  広島大学総合科学部非常勤 

講師(平成 18年 3月まで) 

平成１８年 ４月  広島大学監事 

監   事 金 田   晉 
平成１８年 ４月 １日 

～平成２２年 ３月３１日 

昭和５８年１０月  広島大学総合科学部教授 

平成１２年 ３月  広島大学総合科学部教授辞職 

平成１２年 ４月  東亜大学総合人間・文化学部 

教授 

平成１２年 ４月  東亜大学総合人間・文化学部長 

平成１７年 ３月  東亜大学退職 

平成１８年 ４月  広島大学監事 

 

 

１１．職員の状況 

 教員    ３，８０５人 （うち常勤１，８０３，非常勤２，００２人） 

 職員    ４，４９４人 （うち常勤１，５２７人（うち病院診療収入により雇用する者３６３人），非常勤２，９６７人） 

 

（常勤教職員の状況（病院診療収入により雇用する者を除く。）） 

・ 常勤教職員は，前年度比で１５人（0.5％）減少しており，平均年齢は４３．１歳（前年度４３．０歳）となっております。 

このうち，国からの出向者は４人，地方公共団体からの出向者は５４人です。 

 

 

Ⅲ 財務諸表の概要 

１．貸借対照表（http://www.hiroshima-u.ac.jp/top/houjin/jyoho/zaimu/p_twy83l.html） 

（単位：円） 

資産の部 金額 負債の部 金額 

固定資産 182,278,893,899 固定負債 36,842,600,673 

 有形固定資産 181,151,070,692  資産見返負債 20,600,657,864 

  土地 96,367,462,356  センター債務負担金 13,655,791,142 

  建物 75,336,959,255  長期借入金 1,273,161,000 

   減価償却累計額 △21,166,588,968  引当金 58,406,707 

  構築物 6,119,509,939   退職給付引当金 58,406,707 

   減価償却累計額 △2,636,599,401  長期未払金 1,254,583,960 

    機械装置 596,999,017 流動負債 16,849,167,355 

   減価償却累計額 △338,795,091  寄附金債務 4,479,384,479 

  工具器具備品 30,321,525,352  未払金 9,509,122,795 

   減価償却累計額 △18,519,393,610  その他の流動負債  2,860,660,081 

  図書 13,015,919,907 負債合計 53,691,768,028 

  その他の有形固定資産 2,054,071,936 純資産の部  

 その他の固定資産 1,127,823,207 資本金 147,238,153,427 

流動資産 20,232,842,425  政府出資金 147,238,153,427 

 現金及び預金 3,510,104,022 資本剰余金 △4,948,910,902 

 有価証券 12,001,153,100 利益剰余金 6,530,725,771 

 未収附属病院収入 3,883,433,616 純資産合計 148,819,968,296 

 たな卸資産 24,387,880   

その他の流動資産 813,763,807   

資産合計 202,511,736,324 負債純資産合計 202,511,736,324 

 

 

 



 

２．損益計算書（http://www.hiroshima-u.ac.jp/top/houjin/jyoho/zaimu/p_twy83l.html） 

（単位：円）            

 金額 

経常費用 (A) 65,112,701,839 

 業務費 62,319,146,067 

  教育経費 4,566,122,415 

  研究経費 4,720,591,025 

  診療経費 13,342,725,079 

  教育研究支援経費 1,099,258,704 

  人件費 36,237,276,225 

  その他 2,353,172,619 

 一般管理費 2,230,956,170 

 財務費用 398,827,190 

 雑損 163,772,412 

経常収益 (B) 66,070,536,336 

 運営費交付金収益 26,294,679,077 

 学生納付金収益 8,274,735,297 

 附属病院収益 22,164,638,820 

 その他の収益 9,336,483,142 

臨時損益 (C) 2,497,439,038 

目的積立金取崩額 (D) 334,068,631 



 

５．財務情報 

（１）財務諸表の概況 

① 主要な財務データの分析（内訳・増減理由） 

ア． 貸借対照表関係 

（資産合計）  

     平成 21年度末現在の資産合計は前年度比4,934百万円（2.5%（以下，特に断らない限り前年度比・合計））増の202,512

百万円となっている。 

     主な増加要因としては，工具器具備品が，減価償却等による2,636百万円の減少に対して，国の補正予算計上に伴う設

備整備費補助金の増加等に起因する取得による増加が5,366百万円となったことにより，2,730百万円（30.1%）増の11,802

百万円となったこと，流動資産の有価証券が，自己収入の増収による余裕資金の増に伴う譲渡性預金運用額の増により

2,101百万円（21.2%）増の12,001百万円となったことが挙げられる。 

なお，主な減少要因としては，建物が，減価償却などによる2,553百万円の減少に対して取得による増加が1,918百万

円に留まったことにより，635百万円（1.2%）減の54,170百万円となったことが挙げられる。 

 

（負債合計） 

     平成 21年度末現在の負債合計は2,253百万円（4.4%）増の53,692百万円となっている。 

主な増加要因としては，資産見返負債が，設備整備費補助金による資産取得の増加に伴い，2,451百万円（13.5%）増と

なったこと，未払金が，建物の3月期竣工払いに伴う増額等により3,600百万円（61.0%）増となったことが挙げられる。 

なお，主な減少要因としては，（独）国立大学財務・経営センター債務負担金が，償還により1,534百万円（9.2%）減と

なったこと，運営費交付金債務が，中期目標期間の最終年度の会計処理のため0円となったことが挙げられる。 

  

（純資産合計） 

     平成 21年度末現在の純資産合計は2,681百万円（1.8%）増の148,820百万円となっている。 

     主な増加要因としては，当期未処分利益が，運営費交付金債務全てを収益化したこと等により1,783百万円（88.9%）増

の3,789百万円となったこと，積立金が累積したことにより972百万円（55.0%）増の2,741百万円となったことが挙げら

れる。 

     なお，主な減少要因としては，目的積立金が，全額取り崩したことにより1,123百万円（100.0%）減の0円となったこ

とが挙げられる。 

 

イ． 損益計算書関係 

（経常費用） 

     平成 21年度の経常費用は1,991百万円（3.2%）増の65,113百万円となっている。 

     主な増加要因としては，診療経費が，患者の増に伴う医薬品，診療材料費等の増加により890百万円（7.1%）増の13,343

百万円となったこと，人件費が, 退職給付費用や病院看護職員人件費の増等により1,140百万円（3.2%）増の36,237百万

円となったことが挙げられる。 

     なお，主な減少要因としては，受託研究費が，国からの受託研究の一部補助金化に伴う受入減少により277百万円（11.9%）

減の2,051百万円となったことが挙げられる。 

 

（経常収益） 

     平成 21年度の経常収益は1,940百万円（3.0%）増の66,071百万円となっている。 

     主な増加要因としては，附属病院収益が，看護師の増員配置等様々な経営努力に伴う診療単価のアップ等により 1,519

百万円（7.4%）増の22,165百万円となったこと，補助金等収益が，668百万円（152.3%）増の1,106百万円となったこと

が挙げられる。 

     なお，主な減少要因としては，受託研究等収益が，国からの受託研究の一部補助金化に伴う受入減少により349百万円

（12.8%）減の2,385百万円となったことが挙げられる。 

 

（当期総利益） 

     上記経常損益の状況及び臨時損失として固定資産除売却損44百万円，臨時利益として固定資産売却益14百万円，固定

資産除売却に伴う見返負債戻入43百万円，運営費交付金収益2,397百万円，その他臨時利益88百万円，目的積立金を使

用したことによる目的積立金取崩額334百万円を計上した結果，平成21年度の当期総利益は1,783百万円（88.9%）増の

3,789百万円となっている。 

 

ウ． キャッシュ・フロー計算書関係 

（業務活動によるキャッシュ・フロー） 

     平成 21年度の業務活動によるキャッシュ・フローは3,598百万円（90.9%）増の7,555百万円となっている。 

     主な増加要因としては，国の補正予算計上に伴う設備整備費補助金の増加等により補助金等収入が2,746百万円増加し

たこと，附属病院収入が，1,443百万円（7.0%）増の21,970百万円となったことが挙げられる。 

     主な減少要因としては，受託研究等収入が，495百万円（16.8%）減の2,450百万円となったことが挙げられる。 



 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

     平成 21年度の投資活動によるキャッシュ・フローは3,659百万円（432.1%）減の△4,506百万円となっている。 

     主な減少要因としては，自己収入の増収による余裕資金の増に伴う譲渡性預金運用額の増により，有価証券の取得・売

却による支出・収入合わせて，4,200百万円（161.5%）減の△1,600百万円となったことが挙げられる。 

主な増加要因としては，施設費による収入が1,653百万円（110.5%）増の3,149百万円となったことが挙げられる。 

      

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

     平成 21年度の財務活動によるキャッシュ・フローは140百万円（5.4%）増の△2,439百万円となっている。 

     主な増加要因としては，長期借入金の返済による支出が 119 百万円（5.0%）減の△2,284 百万円となったこと，利息の

支払額が，65百万円（13.8%）減の△406百万円となったことが挙げられる。 

     主な減少要因としては，長期借入金の新規借入による収入が，44 百万円（14.9%）減の 251 百万円となったことが挙げ

られる。 

 

エ． 国立大学法人等業務実施コスト計算書関係 

（国立大学法人等業務実施コスト） 

     平成 21年度の国立大学法人等業務実施コストは931百万円（2.9%）増の33,501百万円となっている。 

主な増加要因としては，設備整備費補助金等の国費の投入が 1,988 百万円となったこと，引当外賞与増加見積額が 188

百万円増となったことが挙げられる。 

 

（表）主要財務データの経年表                                   （単位：百万円） 

区 分 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 

資産合計 201,245 200,130 199,914 201,845 197,578 202,512 

負債合計 54,055 52,696 52,728 54,576 51,438 53,692 

純資産合計 147,190 147,434 147,186 147,269 146,139 148,820 

経常費用 57,263 58,600 60,583 63,578 63,121 65,113 

経常収益 58,488 59,721 61,715 64,594 64,130 66,071 

当期総損益 1,782 1,721 1,935 2,096 2,007 3,789 

業務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 12,513 6,037 5,302 4,123 3,957 7,555 

投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ △3,008 △9,016 △770 △4,723 △847 △4,506 

財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ △1,777 △2,107 △2,310 △1,895 △2,579 △2,439 

資金期末残高 7,728 2,642 4,863 2,369 2,901 3,510 

国立大学法人等業務実施ｺｽﾄ 41,727 34,777 36,095 33,388 32,570 33,501 

（内訳）       

 業務費用 33,582 28,256 28,869 29,348 27,880 28,868 

  うち損益計算書上の費用 62,155 58,746 61,256 63,725 63,193 65,157 

  うち自己収入 △28,573 △30,490 △32,387 △34,378 △35,314 △36,289 

 損益外減価償却相当額 4,273 4,168 4,155 2,694 2,716 2,619 

 損益外減損損失相当額 － － 100 － 37 - 

 引当外賞与増加見積額 － － － 61 △220 △32 

 引当外退職給付増加見積額 1,924 △465 425 △673 141 △54 

 機会費用 1,948 2,818 2,546 1,958 2,016 2,099 

 （控除）国庫納付額 － － － － － － 

 

 

② セグメントの経年比較・分析（内容・増減理由） 

ア．業務損益  

病院セグメントの業務損益は1,042百万円と，前年度比145百万円（12.2%）減となっている。診療経費が890百万円（7.1%）

増の13,343百万円となったことが主な要因である。 

     病院以外（法人共通を除く）の業務損益は△19,993 百万円と，前年度比 376 百万円（1.8%）増となっている。これは，

補助金等収益が，576百万円（152.6%）増の953百万円となったことが主な要因である。 

 

（表）業務損益の経年表                                      （単位：百万円） 

区 分 平成16年度 平成17年度 平成18年度



 

 大学 

（病院，全国共同利用施設，附属学校を除く） 
－ － － － △17,579 △17,378 

全国共同利用施設 － － － － △363 △314 

附属学校 － － － － △2,428 △2,301 

法人共通 － － － － 20,191 19,909 

合計 1,225 1,121 1,132 1,016 1,009 958 

（注）全国共同利用施設としては、放射光科学研究センターが該当する。 

 

イ． 帰属資産 

病院セグメントの総資産は38,266百万円と，前年度比747百万円（2.0%）増となっている。 

     これは，工具器具備品が，放射線治療システム500百万円の取得等により1,086百万円（32.7%）増の4,409百万円とな

ったことが主な要因である。 

     病院以外（法人共通を除く）のセグメントの総資産は160,736百万円と，前年度比3,577百万円（2.3%）増となってい

る。これは，流動資産の有価証券が，自己収入の増収による余裕資金の増に伴う譲渡性預金運用額の増により2,101百万

円（21.2%）増の12,001百万円となったことが主な要因である。 

 

（表）帰属資産の経年表                                      （単位：百万円） 

区 分 平成16年度 平成 17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 

病院 40,147 38,950 37,786 38,624 37,519 38,266 

病院以外（法人共通を除く） 161,098 161,180 154,265 160,852 157,159 160,736 

（内訳）       

 大学 

（病院，全国共同利用施設，附属学校を除

く） 

－ － － － 129,332 132,632 

全国共同利用施設 － － － － 949 1,038 

附属学校 － － － － 26,878 27,065 

法人共通 － － 7,863 2,369 2,901 3,510 

合計 201,245 200,130 199,914 201,845 197,578 202,512 

（注）全国共同利用施設としては、放射光科学研究センターが該当する。 

 

 

③ 目的積立金の申請状況及び使用内訳等 

当期総利益3,789,342,166円のうち，中期計画の剰余金の使途において定めた，教育研究環境整備の目的に充てるために

49,664,982円，診療環境整備の目的に充てるために268,475,129円を次期中期目標期間へ財源を繰り越して使用することを

申請している。 

    平成 21年度においては，教育研究環境整備の目的に充てるため，2,157,312,801円を使用した。 

 

（２）施設等に係る投資等の状況（重要なもの） 

① 当事業年度中に完成した主要施設等 

（医病）基幹・環境整備（当事業年度取得原価283百万円，取得原価総額321百万円） 

（工）耐震対策事業（取得原価639百万円） 

（翠）中・高校舎1号館改修関係（取得原価219百万円） 

（霞）解剖センター３階解剖実習室改修関係（取得原価114百万円） 

（霞）ライフライン再生事業（取得原価231百万円） 

（霞）臨床講義棟改修関係（取得原価49百万円） 

放射光省エネルギー材料研究システム（取得原価200百万円） 

高機能材料解析システム（取得原価33百万円） 

網羅的ゲノム・エピゲノム解析システム（取得原価98百万円） 

エネルギー変換物質特性評価システム（取得原価148百万円） 

低炭素排出型輸送機器用高強度材料評価システム（取得原価38百万円） 

固体ＮＭＲ装置（取得原価63百万円） 

② 当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充 



 

（医病）診療棟（当事業年度増加額2百万円, 総投資見込額12,323百万円） 

③ 当事業年度中に処分した主要施設等 

  霞職員宿舎の取壊 

（取得価格 59 百万円，減価償却累計額 22 百万円，減損損失累計額 37 百万円） 

④ 当事業年度において担保に供した施設等 

土地（帳簿価格25,100百万円、被担保債務251百万円） 

  

（３）予算・決算の概況 

以下の予算・決算は、国立大学法人等の運営状況について、国のベースにて表示しているものである。 

（単位：百万円） 

区分 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由 

収入 57,536 57,460 59,712 63,663 61,833 66,050 65,752 69,685 64,653 68,339 66,025 74,701  

 運営費交付金収入 29,161 29,161 28,272 28,272 28,303 29,460 27,643 29,519 27,132 28,896 26,952 28,860 決算額に前年度繰越金が含まれる。 



 

べき事業として，学生支援の充実や安心・安全な教育研究環境の確保等に重点的な予算措置を行った。また，学生のための特色あ

る施設整備を実施するとともに，老朽化した施設の計画的改修事業を実施した。 

このうち年度計画の実現のための事業として，到達目標型教育プログラムの充実については，各部局で計画したプログラムを重

点支援するための予算を配分し，到達目標型教育プログラムの充実・推進を図った。重点推進研究分野支援については，研究拠点

として育成すべき研究プロジェクトや重点的に推進すべき特徴的な研究分野に対し，人的・財的支援を行った。地域連携活動の充

実については，学内の研究シーズと地域におけるニーズのマッチングを図り学内の研究成果を地域貢献に結びつけていくための地

域貢献研究事業を実施し，これらの事業については，いずれも計画に沿って順調に進んだ。 

また，緊要に対応すべき事業として，学生支援の充実のため図書館閲覧室の改修や保健管理センターの設備更新，附属学校教育

の充実のための教育環境整備などの事業を推進するとともに，安心・安全な教育研究環境を提供するため駐輪場の上屋整備や外灯

の増設などを整備し，第二期中期目標期間のスタートに向けての橋渡しとなる事業を完了した。 

さらに，施設整備の面では，特色ある施設整備として，財務分析に基づき大学全体のスケールメリットを活かした「部局間貸借

制度」の構築や目的積立金により財源を確保し，①学生交流の場を提供するとともに，キャンパスに点在する学生支援関連業務の

集中配置により，多様な学生のニーズに対応し，かつ学生の提案を大学運営に活かすことのできる新しい学生支援体制の構築を目

指した「学生プラザ」棟の創設，②学生の創造的・自主的活動を促進し，創意工夫あふれる人材育成等を目的とした「フェニック

ス工房」の整備，③国の「留学生30万人計画」の一端を担うとともに，優秀な外国人留学生を確保するための留学生宿舎の整備な

どを実施した。なお，基礎的施設整備の計画的改修としては，老朽化が進行し安全性・機能性に支障が生じていた工学研究科実験

研究棟において，Ⅳ期計画でリニューアル計画を策定し，平成21年度に第Ⅰ期の改修を実施した。 

大学（病院，全国共同利用施設，附属学校を除く）セグメントにおける事業の実施財源は，学生納付金収益8,220,301,497円（45.2%

（当該セグメントにおける業務収益比，以下同じ）），当該セグメントに箇所付けられた運営費交付金収益2,215,221,570円（12.2%），

受託研究等収益2,184,175,514円（12.0%）となっている。また，事業に要した経費は，人件費22,346,310,276円（62.8%（当該セグ

メントにおける業務費用比，以下同じ）），研究経費4,011,475,423円（11.3%），教育経費3,836,031,623円（10.8%）となっている。 

 

イ．病院セグメント 

病院セグメントは，大学病院（医科・歯科）により構成されており，医学及び歯学に係る診療及び県内唯一の医育機関として，

医師，歯科医師の臨床実習や臨床研修を担うともに薬剤師，看護師をはじめとするコメディカルの養成並びに研究成果の医療への

反映の場として機能することにより，診療を通じて地域医療の向上に寄与することを目的としている。これら目的や中期目標を達

成するためには財政基盤の確立が不可欠なため，前年度までに実施した方策や後述する内容等により自己収入の確保に努め，法人

化前平成15年度に比し，平成21年度には単年度ベースで約66億円の増収を実現した。なお，平成21年度においては，年度計画にお

いて定めた①「良質な医療人養成」，②「研究成果の診療への反映，先端的医療の展開」，③「質の高い医療とサービスの提供」，

④「効率的な経営」の実現のため，医科・歯科の卒後臨床研修プログラム等の実践，探索医療・先進医療・受託研究等の推進，地

域連携の推進，医療情報システムの高度化，診療体制の強化，医師等の処遇改善などの事業を行った。 

 このうち，臨床実習教育研修センターにおける医科・歯科の卒後臨床研修プログラム等の実践については，当初の計画どおり卒

後臨床研修カリキュラム及び専門医育成プログラムを実践した。また，より高度な専門医育成プログラムを策定するため，昨年度

実施したアイオワ大学と連携したセミナー開催に続き，平成21年11月にハワイ大学と連携したセミナーを開催した。さらに研修医

の確保のため，勤務環境の改善として研修医向けの宿舎（レジデントハウス）の建設を開始した。 

探索医療・高度先進医療・受託研究等の推進については，受託臨床研究及び自主臨床研究の適正かつ円滑な実施を推進するとと

もに，収集した先進医療の実績に基づき，安全性・有効性の評価を実施した。治験については，データマネージャー（研究員）と

ＣＲＣ（治験コーディネーター）により被験者別投与計画表による照合を実施のうえ，治験実施計画書からの逸脱要因を解析し，

質的評価を行った。また，探索医療・先進医療の開発に繋がる基礎研究等の推進を図るため，これまでの教員2名，データマネージ

ャー1名の体制に新たにＣＲＣ 1名を加えて臨床研究のプロトコルのコンサルテーションを実施するとともに，「広島大学病院臨床

研究助成金」の募集を行い，14件の応募の中から7件の研究課題を採択し，総額3,500千円の研究費を支援した。さらに，受託件数・

症例数に関しては，新規受託件数30件以上又は受託症例数95症例以上を目標とし，また，被験者の登録期限が当該年度のものにつ

いては実施率68％を目標として設定し，大規模治験ネットワークを通じた治験への応募を推進することで当初目標を達成できた。 

地域連携の推進については，地域医療機関に患者受入れの協力を依頼し，前方・後方支援病院との連携を強化し，患者支援機能

を充実させるとともに，乳がんの地域連携パスを作成し，県内の６医療機関と運用を開始した。 

医療情報システムの高度化については，院内のＩＴ化を推進するため，①平成21年7月から眼科及び耳鼻咽喉科の自科検査システ

ムの稼動，②平成22年3月から電子カルテをバージョンアップし機能等の強化，③物流管理システムの精度向上等により順調に進捗

している。 

診療体制の強化については，職員をはじめ大学院生等も含めた学内の人材の専門診療等への参加を強化・促進し，大学院医歯薬

学総合研究科から448名，原爆放射線医科学研究所から17名，大学院保健学研究科から42名，大学院教育学研究科等から11名の

診療への参加を得た。研究に加え，業務として診療を行っている医師又は歯科医師の免許を有する大学院医歯薬学総合研究科の大

学院生については，平成22年 1月からクリニカルスタッフとして雇用することとし，その資質向上を図りつつ病院の診療体制の充

実を図るとともに，これに対する給与支給により処遇の改善を図った。学外の医師等の診療参加を促進し治療体制を強化するため，

学外医師等に対する契約医師制度及び育児中の女性医師等の復帰を支援するため，平成 21 年 4 月から非常勤医師制度を導入し 16

名の参加を得た。また，手術件数の増加に比例して病理診断件数も増加しており，病理診断機能強化のため平成21年 5月に病理医

（助教）を 1名採用した。さらに，平成 22年 4月にインプラントセンターを，平成 22年 7月に感染症科（教授 1名）を設置する

とともに，リハビリテーション科に平成22年 7月から教授1名を措置することとした。 

医師等の処遇改善については，平成19年12月28日付けの厚生労働省通知「医師と医療関係職と事務職員等との間等での役割分担



 

の推進について」を受け，医師・看護師等が行ってきた業務をクラーク等が実施できないかの検討を行っている。その一つとして，

メディカルクラーク（事務補助）に外部主催の医療事務技能養成講習会に7月から2名，10月から1名が受講し，ドクターズクラー

ク（医師事務作業補助）の資格を取得するとともに，医師の事務的作業の軽減等を図るため，院内でのドクターズクラークの教育

体制を立案した。さらに，医師・看護師等が行ってきた業務をクラーク等に一部分担し，クラークの業務拡大を図った。また，平

成22年4月からはクラークによる電子カルテへの代行入力も行うこととした。給与面における処遇改善として，医師等には，勤務

の実情に即した手当を支給できるよう見直しを行い，緊急手術手当及び夜間休日診療手当を廃止し，新たに診療付加手当の新設を

行い平成21年4月から実施するとともに，診療活動の基盤として直接診療に従事する職員が行う病院運営業務及び病院研修医等への

医療教育に関し，これらの業務における貢献が著しい医師，歯科医師等の処遇改善を図るとともにモチベーションを維持するため，

病院診療基盤貢献手当を支給した。さらに，病院の診療活動への貢献が著しい手術部に勤務している看護職員に対して診療貢献手

当を支給した。また，勤務環境の改善として，これまで自主運営だった院内保育園を平成22年10月から大学直営化とし，安定した

保育を提供することで医師・看護師等が診療等に従事しやすい環境を提供している。また，平成22年度から365日開園を行うことと

した。さらに，70人定員に向け，平成22年度秋を目処に施設面の整備を行うこととした。 

病院セグメントにおける事業の実施財源は，附属病院収益22,164,638,820円（81.6%（当該セグメントにおける業務収益比，以下



 

（３）課題と対処方針等 

当法人では第二期中期目標期間に向けて，財政面の諸課題を整理したうえで，中期的な予算編成の基本方針を定めることにより，

効率的な大学運営が可能となる持続可能な安定した財政基盤を築き，第二期中期目標・中期計画の確実な遂行を目指しているとこ

ろである。 

運営費交付金縮減への対応については，経費節減方策を継続的に実施するとともに，自己収入の拡大にも努めており，余裕資金

のきめ細やかな運用による財務収益を確保したほか，寄附金や競争的資金など外部資金の獲得に向け取り組んでいる。平成22年1

月には，学長直属の組織として「競争的資金獲得戦略室」を設置し，研究情報と公募情報の一元管理による情報分析やマッチング

方法等の検討と，これに基づく全学的な見地からの獲得戦略の企画・立案により，各理事室に対して獲得支援の実行計画と実施を

提案することを目指している。今後，同戦略室が，学長直属の組織として横断的・機動的に活動することにより，獲得推進に向け

た組織的対応がより実効性の高いものとなるよう，獲得戦略の策定と全学的な協力体制が必要となっている。 

施設については，工学研究科実験研究棟改修事業Ⅳ期計画のうち第Ⅱ期計画以降の実施及び附属学校の耐震補強事業継続分の実

施は確実に行うことが必須であり，財源として文部科学省から措置される施設整備費補助金を必要としている。今後，老朽化した

建物が年々増加する中で，大学の特色を活かした施設整備を行いつつ，基盤的施設整備の計画的な改修を進めるための財源確保が

課題となっている。 

設備については，更新・新規購入のための財源確保とともに，老朽化・陳腐化した設備のうち重点整備すべきものの選択が大き

な課題である。このため，設備マスタープランを学内予算配分に活用すべく，設備マスタープランに基づく設備整備計画基本方針

を策定して学内の公表のうえ，予算の重点的な配分に活かしているが，この方針に基づく予算配分を継続的に実施していくために，

学内設備の利用状況と研究の動向とを踏まえた必要設備の見直しを引き続き行っていく必要があると考えられる。 

さらに，附属病院については，効率化係数による運営費交付金の減少や診療報酬改定に対応するため，①7対 1看護体制の維持，

②クリニカルパスの適用症例の増加，③ＤＰＣの分析をもとに診療科等への症例等に応じた入院期間の活用の説明と指導，④全床

共通病床管理及び午前退院・午後入院の周知・徹底を継続することによる高い病床稼働率の維持（94.2％），⑤手術室の 1室増室

（平成18年 9月）による手術件数の増及び祝日等による減少する手術枠の効率的な運用と手術待ち時間短縮の推進，⑥午後外来の

推進，⑦院外で実施される診療報酬請求事務研修会等への参加による業務知識の習得，及び医事業務に精通した職員を中心にＯＪ

Ｔによる専門性の向上による，算定漏れ及び査定減の減少並びにレセプトの精度向上，⑧オンラインレセプト電算システムの導入

によるレセプト点検業務の効率化及び精度向上，⑨未収金発生の縮減，⑩外来クラークの増員による医師，看護師等の負担軽減，

⑪診療情報管理士のＤＰＣコーディングへの関与の推進などの増収策や①後発医薬品の採用及び医療材料の統一化・見直しを更に

推進するとともに，在庫縮減の推進，物流管理システムの確立，②経営データウェアハウス（ＤＷＨ）を活用し請求漏れ防止を図

ることによる，薬品・材料費率の抑制，③購入価格のベンチマーク分析及びメーカーディーラーに対する価格交渉を行うことによ

る薬品・医療材料の購入経費の縮減の継続などの経費節減に努め，当事業年度においては計画を達成することができ，引き続き高

水準を保っている病床稼働率，前年並みを維持している外来患者数，手術件数の増加及び 7対 1看護体制の継続等による診療単価

の増など，安定した経営状況にある。今後は，特に，広島大学アクションプラン2008を念頭に置きつつ，第二期中期目標を見据え，

①卒前教育，卒後教育，生涯教育の充実と海外医療人の教育，②探索医療の開発，③先進医療の実践，④新外来棟・中央診療施設

の整備，⑤患者ニーズに応じた医療の提供という計画（平成22年度計画番号9）の達成に必要な附属病院収入の確保に努めていく

必要がある。 

全国共同利用施設については，施設整備面での課題として，放射光科学研究センターの活動は，光源の安定運転が基本であり，

突然のアクシデントにも速やかに対応する必要がある。光源部品の重要物品をストックして備えるために国内のメーカー・研究所

と連携して，重要部品の供給体制を整備する必要があり，長期的には，信頼性の高いシステムへの更新も視野に入れ準備を進める

必要もある。また，光源加速器が建設から10年以上経ており，部品の老朽化が進んでいることから，現状でも国際競争力のある施

設として整備されているが，世界トップレベルの拠点を維持するためには高輝度紫外線・真空紫外線施設計画（HiSOR-II計画）を

軸とする将来計画を推進し，円滑に以降できる体制を整えておく必要がある。最近の国際外部評価でもその点が指摘されていると

ころである。 

附属学校については，財政面の課題，特に効率化削減への対応として，学校運営に支障が生じない範囲で主に管理的経費を節減

しているところであるが，施設の老朽化が進んでいる状況もあり，教育環境を充実・維持していくためには，寄附金等に頼らざる

を得ないのが現状である。また，附属学校における大きな課題として，先進的な教育実践・研究機能を充実していくとともに，財

政面においてもスリム化を実現するため，現在５地区に分かれている附属幼稚園・小・中・高等学校の３地区への再編・統合を検

討しているところである。 

 

Ⅴ その他事業に関する事項 

１．予算、収支計画及び資金計画 

(1)．予算 

決算報告書参照（http://www.hiroshima-u.ac.jp/top/houjin/jyoho/zaimu/p_twy83l.html） 

 (2)．収支計画 

年度計画及び財務諸表（損益計算書）参照（http://www.hiroshima-u.ac.jp/top/houjin/jyoho/zaimu/p_twy83l.html） 

 (3)．資金計画 

年度計画及び財務諸表（キャッシュ・フロー計算書）参照 



 

（http://www.hiroshima-u.ac.jp/upload/0/houjin/johokokai/gyoumu/21nendokeikaku.pdf 

及び http://www.hiroshima-u.ac.jp/top/houjin/jyoho/zaimu/p_twy83l.html） 

 

２．短期借入れの概要 

年 度 計 画 実 績 

    

１１１１    短期借入金の限度額短期借入金の限度額短期借入金の限度額短期借入金の限度額 

  ６６億円 

 

２２２２    想定される理由想定される理由想定される理由想定される理由 

運営費交付金の受入遅延及び事故の発生等により緊急に必要とな

る対策費として借り入れすることも想定される。 

 

該当なし 

 

３．運営費交付金債務及び当期振替額の明細 

（１）運営費交付金債務の増減額の明細 

（単位：百万円） 

交付年度 期首残高 
交付金当 

期交付金 

当期振替額 

期末残高 運営費交 

付金収益 

資産見返運

営費交付金 

資本 

剰余金 
小計 

１７年度 3 0 3 0 0 3 0 

１９年度 229 0 229 0 0 229 0 

２０年度 2,222 0 2,222 0 0 2,222 0 

２１年度 0 26,406 26,238 168 0 26,406 0 

(注) 

 当期振替額の運営費交付金収益には、国立大学法人会計基準注解 50 第 3 項の規定に基づき、臨時利益に計上した金額が 2,397

百万円含まれている。 

 

（２）運営費交付金債務の当期振替額の明細 

①平成１７年度交付分 

（単位：百万円） 

区  分 金 額 内     訳 

業務達成基準に

よる振替額 

運営費交付金収

益 
0 

該当なし 

資産見返運営費

交付金 
0 

資本剰余金         0 

計 0 

期間進行基準に

よる振替額 

運営費交付金収

益 
0 

該当なし 
資産見返運営費

交付金 
0 

資本剰余金         0 

計 0 

費用進行基準に

よる振替額 

運営費交付金収

益 
0 該当なし 



 

資産見返運営費

交付金 
0 

資本剰余金 0 

計 0 

国立大学法人会

計基準第 77 第３

項による振替額  3 

①国立大学法人会計基準第 77 第３項による振替を行った事業等：特別支援事業（国

費留学生経費） 

②運営費交付金の振替額の積算根拠 

 中期目標期間最終年度における精算に伴い，運営費交付金債務残額 3 百万円を

収益化。 

合計  3  

 

② １９年度交付分 

（単位：百万円） 

区  分 金 額 内     訳 

業務達成基準に

よる振替額 

運営費交付金収

益 
0 

該当なし 

資産見返運営費

交付金 
0 

資本剰余金         0 

計 0 

期間進行基準に

よる振替額 

運営費交付金収

益 
0 

該当なし 
資産見返運営費

交付金 
0 

資本剰余金         0 

計 0 

費用進行基準に

よる振替額 

運営費交付金収

益 
228 

①費用進行基準を採用した事業等：退職手当 

②当該業務に係る損益等 

 ｱ）損益計算書に計上した費用の額：228 

 （教員人件費：158，職員人件費：70） 

③運営費交付金の振替額の積算根拠 

 業務進行に伴い支出した運営費交付金債務 228 百万円を収益化。 

資産見返運営費

交付金 
0 

資本剰余金 0 

計 228 

国立大学法人会

計基準第 77 第３

項による振替額  1 

①国立大学法人会計基準第 77 第３項による振替を行った事業等：特別支援事業（国

費留学生経費） 

②運営費交付金の振替額の積算根拠 

 中期目標期間最終年度における精算に伴い，運営費交付金債務残額 1 百万円を

収益化。 

合計  229  

 

 

 

 



 

③ ２０年度交付分 

（単位：百万円） 

区  分 金 額 内     訳 

業務達成基準に

よる振替額 

運営費交付金収

益 
3 ①業務達成基準を採用した事業等： 教育改革（社会人教育支援経費） 

②当該業務に関する損益等 

 ｱ）損益計算書に計上した費用の額： 3 

 （教育経費：3） 

③運営費交付金収益化額の積算根拠 

 教育改革（社会人教育ﾞ支援経費）について，予定した免除者数に達しなかったた

め，当該未達分を除いた免除相当額 3 百万円を収益化。 

資産見返運営費

交付金 
0 

資本剰余金         0 

計 3 

期間進行基準に

よる振替額 

運営費交付金収

益 
0 

該当なし 

資産見返運営費

交付金 
0 

資本剰余金         0 

計 0 

費用進行基準に

よる振替額 

運営費交付金収

益 
2,094 

①費用進行基準を採用した事業等：退職手当 

②当該業務に係る損益等 

 ｱ）損益計算書に計上した費用の額：2,094 

 （役員人件費：4，教員人件費：1,362，職員人件費：728） 

③運営費交付金の振替額の積算根拠 

 業務進行に伴い支出した運営費交付金債務2,094百万円を収益化。 

資産見返運営費

交付金 
0 

資本剰余金 0 

計 2,094 

国立大学法人会

計基準第 77 第３

項による振替額  125 

①国立大学法人会計基準第77 第３項による振替を行った事業等：退職手当，教育改

革（社会人教育支援経費） 

②運営費交付金の振替額の積算根拠 

 中期目標期間最終年度における精算に伴い，運営費交付金債務残額 125 百万円

を収益化。 

合計  2,222  

 

④ ２１年度交付分 

（単位：百万円） 

区  分 金 額 内     訳 

業務達成基準に

よる振替額 

運営費交付金収

益 
371 ①業務達成基準を採用した事業等：研究推進，連携融合事業，共同利用・共同研究

拠点，その他 

②当該業務に関する損益等 

 ｱ）損益計算書に計上した費用の額： 371 

 （教育経費：66，研究経費：199，診療経費：11，教員人件費：87，職員人件費：8） 

資産見返運営費

交付金 
125 

資本剰余金         0 



 

計 496  ｲ）固定資産の取得額： 研究機器等 125 

③運営費交付金収益化額の積算根拠 

 業務達成基準を採用している事業等については，当該年度の目標を達成したと認

められることから、全額収益化。 

期間進行基準に

よる振替額 

運営費交付金収

益 
23,491 

①期間進行基準を採用した事業等：業務達成基準及び費用進行基準を採用した業

務以外の業務 

②当該業務に関する損益等 

 ｱ）損益計算書に計上した費用の額： 23,491 

 （教育経費：30，役員人件費：117，教員人件費：16,883，職員人件費：6,461） 

 ｲ）固定資産の取得額： 43 

③運営費交付金収益化額の積算根拠 

 学生収容定員が一定数（90%）を満たしていたため，期間進行業務に係る運営費交

付金債務を全額収益化。 

資産見返運営費

交付金 
43 

資本剰余金         0 

計 23,534 

費用進行基準に

よる振替額 

運営費交付金収

益 
108 

①費用進行基準を採用した事業等：建物新営設備費，不用建物工作物撤去費，基

盤的設備等整備，その他 

②当該業務に係る損益等 

 ｱ）損益計算書に計上した費用の額：108 

 （教育経費：57，研究経費：20，その他経費：31） 

③運営費交付金の振替額の積算根拠 

 業務進行に伴い支出した運営費交付金債務108百万円を収益化。 

資産見返運営費

交付金 
0 

資本剰余金 0 

計 108 

国立大学法人会

計基準第 77 第３

項による振替額 
 2,268 

①国立大学法人会計基準第 77 第３項による振替を行った事業等：退職手当，その他 

②運営費交付金の振替額の積算根拠 

 中期目標期間最終年度における精算に伴い，運営費交付金債務残額 2,268 百万

円を収益化。 

合計  26,406  

 

 

（３）運営費交付金債務残高の明細 

 

国立大学法人会計基準第77第 3項の規定に基づき、運営費交付金債務の残高を全額収益に振り替えていることから，該当な

し。 


